
医療費別上位３疾病（令和6年度）
１位
２位
３位

新生物（がんなど）
精神および行動の障害
筋骨格系および結合組織の疾患

さぬき市国民健康保険医療費の推移 （単位：円）
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１人あたりの医療費年度 医 療 費
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4,725,284,976
4,871,127,404
4,992,041,055
4,706,061,661
4,354,740,367
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9,730
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8,536

461,228
481,479
513,057
517,093
510,162

―
4.4%
6.6%
0.8%

△1.3%

さぬき市国民健康保険の１人あたりの医療費の額は５１０,１６２円で、前年度と比較して1.3％減少しました。医
療費が増えると皆さんの保険税の負担が大きくなるだけでなく、医療保険制度の運営が困難になってしまいます。
一人ひとりが医療費に関心を持ち、医療費を有効に使うよう心がけましょう。

<上図の説明>
１年間にかかる被保険者１人あたりの医療費はさぬき市全体
で、入院が190,644円、外来が180,704円、歯科が35,574
円となっています。年齢階層別では、いずれも70～74歳が一
番高くなっています。 【問】国保・健康課　☎（0879）26-9907

○かかりつけの医師をもち、気になることが
あれば、相談しましょう。

○同じ病気で複数の医療機関を受診すること
は控えましょう。医療費の増加や重複する
検査や薬による、体への悪影響に繋がりま
す。

○医師や薬剤師に相談したうえで、ジェネリッ
ク医薬品を有効に活用しましょう。

医療機関の適正受診にご協力ください

【問】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

お酒は生活に豊かさと潤いを与える一方で、不適切な飲酒は、健康障害や飲酒運転、暴力、虐待、自殺などの問題
にも密接に関連しています。自分に合った飲酒量を知り、適切な飲酒を心がけましょう。
　♢みんなに知ってほしい飲酒のこと【出典：厚生労働省】
がん、高血圧、脳出血、脂質異常症などの疾患と飲酒量には、深い関係があることがわかっていま
す。健康日本21（第3次）では、1日の平均純アルコール摂取量（男性40ｇ以上、女性20ｇ以上）を
超える日が続くと、生活習慣病のリスクが高くなるとされています。

　♢飲酒チェックツール
自分が飲んだお酒の種類を選ぶと、総飲酒量(純アルコール量)とお酒の分解にかかる時間が簡
単に分かります。健康管理や飲酒運転防止のために、活用してみましょう。
【出典：厚生労働科学研究（2013～2015年）「WHO世界戦略を踏まえたアルコールの有害使用対策に関する総合的研究」】

↑チェックツール
　はこちら

↑詳細はこちら

11月10日～16日は　アルコール関連問題啓発週間です

みんなで支える国民健康保険

検索
スナッピー パンダ
SNAPPY　PANDA

医療用ウィッグ・乳房補整具の購入費用の補助が受けられます
がんで治療を受けた方の就労・就学や社会参加を応援し、生活の質を高めることができるよう、購入費用の一
部を補助しています。

毎日の睡眠に満足していますか？睡眠には、疲労回復や免疫力を高めるなど、たくさんの大切な役割があります。
こころやからだの健康のために、より良い睡眠をとる方法を一緒に学びましょう。

【問・申】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

【問・申】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

●さぬき市内に住所を有している
● 本人および同一世帯に属する者が市税を滞納していない
●がんの治療を受けた、または現に受けており、補助対象の補整具を購入した
● 申請を行う補整具について、申請日前５年間において、当該制度による補助金、またはそれに相当する他の
地方公共団体による補助金等の交付を受けていない

対象者（次のすべての要件を満たす方）

（1）医療用ウィッグ（全頭用）および装着に必要な頭皮保護用ネット
（2）乳房補整具（補整下着、人工乳房等）

補助対象となる補整具　※対象者１人につき、それぞれ申請できます

購入費（税込）の3分の2（千円未満は切り捨て）、上限額2万円　※送料や振込手数料は対象外
補助金額

● 補整具購入日の翌日から1年以内に申請してください。
● 必要書類をそろえ、国保・健康課（寒川庁舎2階窓口⑤）にお持ちください。
※郵送による申請も可能です。詳細はお問い合わせください。

申請方法

● 申請書（ホームページからダウンロードできます）
● 振込先口座が確認できる通帳の写し
● 領収書の写し（購入日、購入者氏名、品名、金額が確認できるもの）
●がんの治療を受けたことが分かる書類（診療明細書、治療計画書など）
● 本人確認書類の写し

申請に必要な書類

石川　一朗　先生（香川大学医学部精神神経医学講座　講師）
いしかわ いちろう

講 師

寒川庁舎３階会議室（さぬき市寒川町石田東甲935-1）場 所

こころとからだの健康づくりに関心のある市民の方対 象 者

11月13日（木）までに、右記申込フォームまたは電話にてお申し込みください。申込方法

11月19日（水）　日 時 13：30 ～ 15：00（受付 13：00 ～）

↑詳細はこちら

↑申込はこちら

１人あたりの医療費（医科・歯科） 令和6年度
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こころの健康づくり講演会
心身の健康はより良い睡眠から　～睡眠/不眠症の基本と今日からできる対処法～

子育て／健康
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